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「管理職だから割増賃金は考えなくて良いし、労働時間の把握も不要」 

このような誤解がまだまだ多いように感じます。今回のあおぞらレターでは、労働基準法で 

いう「管理監督者」の深夜業の割増賃金の支払いと労働時間管理についてご案内いたします。 

平成 27 年 2 月 23 日付 労働新聞より 

「管理監督者」についても長時間労働の 

管理が必要です 

第 2・第 4 火曜日発刊 

「管理監督者」であっても深夜業については割増賃金の支払いが必要です 

●管理監督者であっても、深夜業（22 時から翌日 5 時まで）を行った場合には、 

割増賃金を支払う必要があります。 

その他の詳細やご不明な点は弊所担当までお問い合わせください。TEL．03-3526-4277 

●管理監督者についても、長時間労働となった場合には、 

労働安全衛生法に基づき医師による面接指導等の健康 

管理に係る措置が必要となる場合があります。 

 

※ここでいう管理監督者は労働基準法上の「管理監督者」 

です。社内で「管理職」の地位にあったとしても、 

「管理監督者」に当てはまらない場合がありますので 

注意が必要です。 

● 以上のことから、会社は、管理監督者についても労働時間を適正に管理する必要があります。 

● 管理監督者について適正な労働時間管理がなされているか、この機会に確認してみてはいかがでしょうか。 

【参考】労働基準法 37 条で定める割増賃金率 

 割増賃金率 一般労働者 管理監督者 

時間外労働 

２割５分以上 

○ × 

休日労働 ３割５分以上 ○ × 

深夜労働 ２割５分以上 ○ ○ 

  

管理監督者については、 

時間単価×25％の支払いが必要！ 

中小企業を除いて 

1 ヶ月 60 時間超は 5 割以上 
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